
○札幌市市民緑地設置管理計画認定実施要綱 

令和２年３月 25 日 

建設局長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、都市緑地法(昭和 48 年法律第 72号。以下「法」という。)第 60 条第

１項及び第 61条第１項に基づく市民緑地設置管理計画(以下「計画」という。)の認

定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（認定の申請） 

第２条 計画の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市民緑地設置管理

計画認定申請書(様式第 1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

なお、地方税法附則第 15条第 45 項による固定資産税・都市計画税の軽減を受ける

には、申請者は都市緑地法第 69 条第１項に規定する緑地保全・緑化推進法人でなけ

ればならない。 

(1) 市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証

する書面 

(2) 付近見取図 

(3) 配置図 

(4) 面積算出表 

(5) 計画立面図・断面図 

(6) 緑化面積求積図 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（計画の認定） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第 61 条第１項に規定する基準

について審査し、認定の可否を市民緑地設置管理計画(変更)認定書(様式第２号)に

より申請者に通知する。 

  ２ 施設を整備する場合は、都市公園に準じた耐久性と安全性に配慮する。 

（計画の変更） 

第４条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、法第 62条第

１項に規定する計画の変更をしようとするときは、市民緑地設置管理計画変更認定

申請書(様式第３号)を市長に提出するものとする。 

２ 前条の規定は、前項の計画の変更の認定について準用する。 



（市民緑地の設置及び管理状況の報告） 

第５条 認定事業者は、法第 63 条の報告について、市民緑地の設置にあっては市民緑地設

置完了後速やかに、管理の状況にあっては毎年度末までに、市民緑地設置管理状況報

告書(様式第４号)により市長に報告するものとする。 

    市長から市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求められた場合は、必要

な書類を添付して遅滞なく報告するものとする。 

２ 施設の点検および維持修繕等は計画に従い確実に行い、その都度、遅滞なく結果を

市長に報告するものとする。 

  なお、施設点検は年２回以上行うこととし、融雪後の開園時には必ず行うこととす

る。 

（改善命令等） 

第６条 市長は、法第 64 条の規定による改善に必要な措置の命令(以下「改善命令」とい

う。)をするときは、市民緑地改善命令書(様式第５号)により行うものとする。 

２ 認定事業者は、改善命令に基づき必要な措置を行ったときは、その内容を市民緑地

改善報告書(様式第６号)により、改善措置完了後速やかに市長に報告するものとす

る。 

（認定の取消し） 

第７条 市長は法第 65条の規定による計画の認定の取消しをするときは、市民緑地設置管

理計画認定取消書(様式第７号)により行うものとする。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


